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用語 定義

アカウント利用者 法人会員が、その法人会員アカウントに係るカードその他を使
用することを認める個人をいいます。ビジネス・トラベル・ア
カウントの場合は、旅行手配に関する旅行代金等をビジネス・
トラベル・アカウント用法人会員アカウントを利用して決済す
ることを法人会員が認める個人をいいます。

アカウント利用可能枠 法人会員アカウントに適用される、あるいは一部または全部の
カード会員アカウントのカード利用額合計金額に適用される、
利用限度額をいいます。

暗証番号 法人会員アカウントまたはカード会員アカウントの利用に関連
して当社が承認する暗証番号、電話用暗証番号、オンライン用
パスワード等をいいます。

売上票 カードの利用に係る売上の記録をいい、カード利用代金等の金
額が記載されます。

オンライン・サービス 当社がインターネット経由で法人会員に提供するサービスをい
います。

オンライン・サービス
指定社員

オンライン・サービスの利用に関して、法人会員が当該オンラ
イン・サービスへのアクセスを認め当社に登録する、法人会員
の役員または従業員をいいます。

カード プラスチック・カードの発行を伴うかどうかにかかわらず、当
社が本契約に基いて発行するカードおよびカード会員アカウン
トのアカウント番号等をいいます。

カード会員 法人会員がカードの発行およびカード会員アカウントの開設を
承認した個人であって、当社に対し入会を申込み、当社が入会
を認めた者をいいます。

カード会員規約 各カード会員がカードの利用およびカード利用代金等の支払義
務について当社と合意する契約をいい、本規約の一部を構成し
ます。

カード会員アカウント カード利用代金等の管理を目的として、当社が各カード会員ご
とに開設するアカウントをいいます。

カード利用代金等 売上票その他の署名の有無にかかわらず、法人会員アカウント
もしくはカード会員アカウントの利用に係る物品・サービスの
購入代金、遅延損害金、およびその他の手数料等を含む、当該
口座に請求されるすべての代金をいいます。ビジネス・トラベ
ル・アカウントの場合、「カード利用代金等」は航空券代金、
その他の交通費、空港税、旅行傷害保険手数料、ビザ手配手数料、
その他旅行に関わる手数料および立て替え代金等を含みます。

加盟店 物品・サービスの購入代金の支払方法としてアメリカン・エキス
プレス・カードを受け入れる法人、個人または団体をいいます。

管理責任者 法人会員が、各法人会員アカウントの管理責任者として書面で
指定するその役員または従業員で、法人会員が、本契約に関す
るすべての事項について法人会員を代理する権限を委任する者
をいいます。

関連会社 ある法人について、当該法人が意思決定機関を支配している法
人（子会社を含む）、当該法人を支配している法人、および当
該法人を支配している法人によって同様に支配されている他の
法人をいいます。

コーポレート・カード 法人会員の法人会員アカウントについて発行するアメリカン・
エキスプレス・コーポレート・カードをいいます（コーポレート・
パーチェシング・カードを除きます。）。

コマーシャル・カード・
サービス

本契約に基づき当社が提供する法人会員アカウントおよびサー
ビスをいいます。

コーポレート・
パーチェシング・
カード
および CPC

法人会員の購入・利用頻度の高い物品・サービスについて、そ
の決済に使用するための商品をいいます。

A. 一般条項
第1条（定義）

第２条 （法人会員アカウントの開設・カード発行）
(a)  当社は、当社の審査の結果適格と認めた場合に、法人会員が法人会員基本申込書におい

て指定する法人会員アカウントを法人会員名義で開設するものとします。プラスチック・
カードを発行する場合は、法人会員名およびカード会員の氏名を刻印したカードを発行
します。

(b) 当社は、以下についての権限を有します。
ⅰ. カードまたは法人会員アカウントの申込みをする者に対して、申込書への記載およ

び本人確認書類の提示または送付を求めることその他の審査のためまたは法令に
基づき必要となる個人情報等の提供を要請すること

ⅱ. 法人会員、カード会員、およびアカウント利用者について、その信用調査をおこなうこ
と、およびその財務情報その他を金融機関、信用情報機関等に随時要請すること

ⅲ. カードもしくは法人会員アカウントの開設、発行・再発行を拒否すること、およびカー
ドもしくは法人会員アカウントの利用全般について、または特定の利用取引につい
て、その利用を取り消しまたは一時停止すること

(c) 当社は、法人会員のコーポレート･カード用アカウントについて「限定条件つき連帯責任」
を指定する場合、そのリスク管理規定に従い、カード会員資格の要件として最低収入額
を設定する場合があります。

(d) 当社は、法人会員またはカード会員からカード再発行の依頼を受けた場合は、本条第(b)
項の定めを条件として、カードを再発行します。ただし、法人会員またはカード会員より
あらかじめ別段の指示を受けている場合を除きます。また、法人会員またはカード会員
から退会またはカードの取消の指示がない場合において、当社が引き続きカード会員と

用語 定義

ご利用代金明細書 特定の期間中の法人会員アカウントおよびカードに係る取引の
記録であり、支払残高等の情報を記載します。

指定旅行代理店 ビジネス・トラベル・アカウントの利用を目的として法人会員
が指定する国内の旅行代理店をいいます。

定期的に発生する
カード利用代金等

法人会員またはカード会員が加盟店に対して、定期的にまたは
繰り返して行われる物品の購入またはサービス提供に係るカー
ド利用代金等を、カード会員が事前に登録するカード番号を使
用してその都度決済することを認める場合のカード利用代金等
をいいます。

ビジネス・トラベル・
アカウントおよび BTA

法人会員が別途指定する旅行代理店をとおして予約等をする場
合の旅行代金等について、当社が毎月一括して法人会員に請求
する決済システムをいいます。

不正利用額 法人会員アカウントまたはカードについて発生するカード利用
代金等のうち、法人会員およびカード会員のいずれも何らの利
益を得ず、かつ、カード会員ではなく、また法人会員アカウン
トまたはカードの利用権限を持たない者の利用に係るカード利
用代金等をいいます。

法人会員アカウント 法人会員が当社に提出する法人会員基本申込書の指定に基づき
開設される、アメリカン・エキスプレス・コーポレート・カー
ド、コーポレート・パーチェシング・カード、またはビジネス・
トラベル・アカウント利用のための法人会員のアカウントをい
います。

法人会員基本申込書 法人会員が記入・署名する法人会員アカウント開設のための「法
人会員基本申込書」で、本規約の一部を構成します。

本契約 この「アメリカン・エキスプレス ®・グローバル・コーポレート・
ペイメント利用規約」に基づいて法人会員と当社との間に成立
する契約をいい、当社が各カード会員と別途合意するカード会
員規約に基づく契約と区別します。

本プログラム 当社が本契約およびカード会員規約に基づき法人会員および
カード会員に提供するアメリカン・エキスプレス・コマーシャ
ル・カード・サービスをいいます。

連絡担当者 カード会員の入会申込手続き、諸届出（法人会員情報およびカー
ド会員情報の更新を含む。）、カード再発行手続き、退会手続きそ
の他の手続きに関し、法人会員と当社との間で連絡調整を行う担
当者であって、法人会員が書面で指定する従業員をいいます。

アメリカン・エキスプレス®
グローバル・コーポレート・ペイメント利用規約
本規約は、アメリカン・エキスプレス・インターナショナル・インコーポレイテッド（日本支社）（以下「当社」という）と本規約（カード会員規約を含む）を承認のうえ
入会申込をした法人のうち、当社が適格と認めた法人（以下「法人会員」という）が、日本における法人会員アカウント（第１条で定義する）の開設およびその使用

（カードの発行およびその使用を含む）について合意するものです。当社は、以下に定める条件に従ってアメリカン・エキスプレス®・グローバル・コーポレート・
ペイメントを日本において提供するものとし、また法人会員は以下に定める条件を承認のうえ、法人会員基本申込書において指定する法人会員アカウントの開
設を申込み、それを利用するものとします。
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して適格と認めるときには、カードの有効期間満了ごとに更新カードを発行するものと
します。

(e) 法人会員は、各法人会員アカウントについて管理責任者を指名し、当社に通知するもの
とします。法人会員は、管理責任者に対して、本契約に関するすべての事項について法
人会員を代理する権限を付与するものとします。管理責任者は、原則として法人会員の
従業者とします。ただし、法人会員がカードに関する業務を第三者に委託している場合
に限り、第三者の従業員を指定することができるものとし、法人会員が第三者の従業員
を指定した場合は、法人会員がカードに関する業務を当該第三者に委託したものとみな
します。なお、かかる業務委託に伴う本委託先への個人情報の移転（当社がその指示に
従い行うものを含みます。）について、カード会員本人からの同意取得または本委託先
の監督その他個人情報保護法上必要となる対応（本委託先が国外にある者の場合、個
人情報の国外移転のために必要となる対応を含みます。）については、法人会員が自ら
の責任で行うものとします。

(f ) 法人会員は、カードの発行およびカード会員アカウントの開設を要請する個人を責任を
持って指定し、当社に通知するものとします。法人会員は、カード会員に対し、カードを
利用する権限を付与します。また、当社は、管理責任者より通知された個人については、
カードを保有しそれを利用することを法人会員が承認したものとみなします。

(g) 法人会員は、諸届出（法人会員情報およびカード会員情報の更新を含む。）、カード再発
行手続き、退会手続きその他の手続きに関し、法人会員と当社との間で連絡調整を行う
担当者として、連絡担当者を指名し、当社に通知するものとします。連絡担当者は、原則
として法人会員の従業者とします。ただし、法人会員がカードに関する業務を第三者に
委託している場合に限り、第三者の従業者を指定することができるものとし、法人会員
が第三者の従業員を指定した場合は、法人会員がカードに関する業務を当該第三者に
委託したものとみなします。なお、かかる業務委託に伴う本委託先への個人情報の移転

（当社がその指示に従い行うものを含みます。）について、カード会員本人からの同意
取得または本委託先の監督その他個人情報保護法上必要となる対応（本委託先が国外
にある者の場合、個人情報の国外移転のために必要となる対応を含みます。）について
は、法人会員が自らの責任で行うものとします。

(h) 法人会員の要請があるときは、当社は最新のカード会員申込書またはカード会員規約を
法人会員に提供します。当社は自己の裁量で、カード会員申込書またはカード会員規約
をいつでも変更することできるものとし、また、インターネットによるカード申込みに対
応している場合には、追加の、または異なる申込み要件を設定することができるものとし
ます。ただし、いずれの場合も当社は法人会員にその旨を通知します。

第３条 （カードおよびアカウントの使用）
(a)  カードは、有効期間中に限り、本契約に従って使用することができます。プラスチック・

カードを発行する場合には、有効期間は券面上に刻印されます。
(b) 法人会員は、支払い、本人確認、またはその他のいかなる目的であっても、カード、カー

ド番号、もしくは法人会員アカウントのアカウント番号を他人に貸与したり、他人の使用
に供してはなりません。

(c) カードおよびカード会員アカウントは、券面にその氏名が刻印され、カード会員アカウン
トの名義人であるカード会員本人だけが使用することができます。法人会員は、すべて
のカード会員に対して、カードまたは法人会員アカウントを他人に使用されることのな
いように十分な対策をとること、ならびにカードの安全管理およびカードおよび法人会
員アカウントに関する詳細情報の機密を保持することについて十分に注意するよう徹底
するものとします。

(d) カードまたは法人会員アカウントの使用に係る各暗証番号の登録、指定、および利用に
関しては、当社所定の手続きに従っていただきます。法人会員は、暗証番号について、す
べてのカード会員が以下の事項を遵守するように徹底するものとします。
ⅰ. 暗証番号を記憶する。
ⅱ. 当社から暗証番号の通知を受け取った場合には、それを破棄する。
ⅲ. カード券面に暗証番号を書き込まない。
ⅳ. カードまたは法人会員アカウントに関する情報と共に、あるいはそのすぐ近くに暗証

番号を記録しない。
ⅴ. 暗証番号を誰にも知らせない。
ⅵ. 暗証番号を指定する際には、氏名、生年月日、電話番号等、容易に類推可能なものを

暗証番号として選択しない。
ⅶ. 暗 証 番 号 入 力 の 際 には、暗 証 番 号を他 人 に見られることの な いように十 分 注 意 す

る。
(e) 法人会員およびカード会員は、各暗証番号を他人に知られないよう、善良なる管理者の

注意をもって管理する責任があります。
(f ) カードもしくは法人会員アカウントを使用して購入または利用した物品、チケット、サー

ビスその他を返品して、現金による返金を受領してはなりません。返品は、加盟店が同意
した場合あるいは加盟店の義務である場合に、カードもしくは法人会員アカウントへの
払い戻しとして処理する方法で行うことができます。

(g) カードもしくは法人会員アカウントを使用して購入した物品・サービスの返品以外の理
由で、カードもしくは法人会員アカウントへの払い戻しをすることはできません。

(h) 法人会員は、自らの法人会員アカウントについて全額を支払うことができるという確信
のない場合は、カードもしくは法人会員アカウントのいずれについても使用してはなり
ません。

(i)  法人会員の会社更生もしくは特別清算等の申立てがなされた場合、法人会員の会社更
生、特別清算等についての決議がなされた場合、あるいはその資産についての管財人、
清算人等が指名された場合は、法人会員はカードおよび法人会員アカウントの使用を直
ちに中止し、当社に通知するものとします。

(j)  法人会員は、当社がいかなるカード利用についても理由を提示することなく、あるいは
事前の通知をせずに承認しない権利を有すること、およびかかる非承認に起因する法人
会員その他のいかなる損害についても、当社は一切責任を負わないことに同意するもの
とします。

(k) 法人会員は、日本の法令、またはカードもしくは法人会員アカウントを使用する国あるい
は物品・サービスが提供される国の法令で禁止されている物品・サービスの購入等、違
法な目的のためにカードおよび法人会員アカウントを使用してはなりません。

(l) 法人会員は、その知る限りにおいて、かつ法で認められる範囲で、カード会員の居住地そ
の他の情報を当社に提供すること、ならびに、カードまたは法人会員アカウントの使用
に関する調査およびカード会員に対するカード利用代金等の取立てについて、当社に協
力することに同意するものとします。本第(l)項は、カードが解約された場合または本契

約が終了した場合も有効に存続するものとします。
(m) カード会員による使用の有無にかかわらず、カードはいかなる時も当社の所有に属しま

す。
(n)  法人会員は、本契約およびカード会員規約の定めに従って、カード会員がカードを法人

会員の業務目的で使用すること、すなわち業務目的の旅行・接待等、あるいは業務の一
環としての消費その他を目的として、かつ法人会員が定めるポリシーおよび手続きに
則って行う物品・サービスの購入に係る加盟店への支払に使用するよう、指示するもの
とします。ただし、カード会員のカード使用目的が法人会員の業務目的であるか否かに
かかわらず、法人会員は、本契約第５条(a)に定める支払責任に従って、当該利用につい
て当然に支払義務を負うものとします。

第４条 （支払）
(a)  法人会員は、法人会員アカウントに関して生じたすべてのカード利用代金等を、当社が

カード会員アカウントまたは法人会員アカウントごとに毎月作成するご利用代金明細書
に指定する支払期日までに一括して支払うものとします。

(b) 当社と別途合意のある場合を除き、法人会員の本条に基づく支払は、毎月、当社が指定
する支払期日に法人会員の銀行預金口座からの自動振替の方法で行われるものとしま
す。ただし、法人会員は、カード利用代金等を各カード会員別に各カード会員の銀行預
金口座からの自動振替の方法で支払を行う個別支払方式（以下「個別支払方式」といい
ます）を選択することができます。なお、当社指定日に自動振替ができなかった場合に
は、一部金融機関との約定に基づき、指定日以降再度全額または一部を自動振替するこ
とができるものとします。

(c) 法人会員が個別支払方式を選択する場合、当社は、本条(a)項にかかわらず、カード会員
ごとに原則として毎月、ご利用代金明細書を作成のうえカード会員規約に定める方法で
各カード会員に送付またはその閲覧・確認に供するものとします。

(d) お支払いいただく金額は、当社がそれを受領し処理する時点で法人会員アカウントまた
はカード会員アカウントへ入金されたものとみなします。法人会員が銀行口座自動振替
以外の方法を選択し、当社がそれを認めた場合、お支払いが当社に到着するまでの時
間、および当社がそれを決済処理するために要する時間は支払方法、システム、利用決
済機関により異なります。また、休日等の当社もしくは決済機関が営業しない日を考慮の
うえ、法人会員（またはカード会員）は支払期日前に十分な余裕をもって支払うものとし
ます。

(e) 法人会員およびカード会員は、当社が事前に認める場合を除き、ご利用代金明細書に記
載する請求金額を減額して支払うことはできません。法人会員が加盟店等と紛議中また
はその予定である金額がご利用代金明細書に含まれている場合でも、全額を支払う義
務があります。ただし、正しくない、または紛議中であるカード利用代金等がある場合、
かつ法人会員の要請があった場合は、当社が調査する間、または法人会員が紛議を解決
するまでの間、当社は該当する金額を一時的に請求保留とすることができます。紛議が
解決して法人会員に支払義務がない場合は、当社は該当する請求金額を正式に取り消
すものとし、取り消したカード利用代金等は翌月のご利用代金明細書で確認することが
できます。

(f ) 法人会員は、第５条(a)i(2)のいずれかに該当する場合は、当該カード会員がご利用明細
書に指定する支払期日までに当該カード利用代金等の支払いをするよう指示するもの
とします。

(g) 第5条(a)i(2)のいずれかに該当する場合であっても、法人会員がカード利用代金等を当
社に支払ったときは、支払い済みのカード利用代金等は返金しません。

(h) 支払期日後の支払い、一部のみの支払い、または紛議中の金額の決済等については、当
社は自己の裁量でそれを認める場合があります。当社がそれを認めた場合も、全額につ
いての請求権をはじめとする本契約および法令に基づく当社の権利を放棄するもので
はなく、また、本契約を変更することについて当社が同意することを意味するものではあ
りません。全額決済に不足する金額の支払を認める場合、当社は、適当と認める順序お
よび方法により充当することができます。

(i) 当社が別途書面で同意する場合を除き、本契約に基づく支払はすべて日本円で行うもの
とします。

第５条 （支払責任）
(a)  コーポレート・カードの場合、法人会員に対して、以下のいずれかの支払責任を当社が

指定するものとします。
ⅰ. 限定条件つき連帯責任：法人会員は、各カード会員のすべてのカード利用代金等に

ついて、カード会員と連帯して支払責任を負います（不正利用額についての支払責
任に関する本条第(c)項の定めに従います。）。ただし、法人会員は、次のいずれかに
該当するカード利用代金等については、支払責任を負わないものとします。
① カード会員の私的な目的によるものであり、かつ、正当な事業上の目的のための

利益を何ら法人会員にもたらさなかったもの、または
② 法人会員からカード会員への経費処理および還付がすでに終わっているもの。

ⅱ. 会社責任：法人会員は当社に対して、法人会員アカウントに関して発生するカード利
用代金等の一切について支払責任を負います（不正利用額についての支払責任に
関する本条第(c)項の定めに従います。）。

(b) ビジネス・トラベル・アカウントまたはコーポレート・パーチェシング・カードの場合、カー
ド利用代金等の一切の支払責任は法人会員が負うものとします。

(c) 次のいずれかに該当する場合を除き、法人会員はカードまたは法人会員アカウントに関
して発生する不正利用額について責任を負わないものとします。
ⅰ. 法人会員またはカード会員が本契約（特に「カードおよびアカウントの利用」に定め

る事項）に違反する行為を行った場合（法人会員またはカード会員がカードまたは
暗証番号を他人に渡した場合を含むが、これに限られません。）この場合、法人会員
は一切のカード利用代金等について、本契約第5条(a)項または(b)項に従って、各
カード会員と連帯してまたは法人会員単独で負担していただきます。

ⅱ. カードもしくは法人会員アカウントの盗難、紛失、または不正利用（以下「不正利用
等」という）が法人会員またはカード会員の行為に起因する場合、法人会員または
カード会員が不正利用等に関与した場合、あるいは法人会員またはカード会員が不
正利用等から何らかの利益を得た場合。この場合、法人会員は一切のカード利用代
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第８条（加盟店でのショッピング）
(a) 法人会員およびカード会員は、カード会員規約に基づき、カードを利用して加盟店で商

品等の購入、役務の提供等を受けることができます。
(b) 法人会員およびカード会員は、カード会員規約に基づき、加盟店に対して、定期的に発

生するカード利用代金等を法人会員アカウントまたはカードに請求することを認めるこ
とができます。

(c) 法 人 会員は、当 社また は 当 社 の 加 盟 店 業 務 委 託 先と加 盟 店との 間 の 加 盟 店 契 約 の 内
容に従い、加盟店でのカード利用による取引の結果発生した加盟店の法人会員または
カード会員に対する債権を、（1）当該加盟店から直接もしくは第三者を経由して当社に
対して譲 渡されること、また は、（2）法 人 会員もしくはカード会員からの 委 託 に基 づ い
て当社が立替払いをすることについて、あらかじめ承諾します。また、法人会員は、上記

（１）の譲渡に際し、加盟店に有する抗弁（同時履行の抗弁、相殺の抗弁、無効・取消し、
解除の抗弁、消滅時効の抗弁その他の抗弁を含むがこれらに限られません。）を主張し
ないことをあらかじめ承諾するものとします。

第９条 （加盟店との紛議・誤請求その他）
(a) 法人会員は、加盟店との間で何らかの紛議が生じた場合には、加盟店に対して直接申立

て等をするものとします。法人会員は、かかる申立てその他、加盟店との紛議を理由とし
て当社への支払を留保することはできません。

(b) 法人会員は、ご利用代金明細書が正確であるかどうかについて確認する責任を負いま
す。紛議の対象であるカード利用代金等について当社に速やかに通知いただいた場合、
当社は合理的と判断する範囲で法人会員に協力するものとします。加盟店が特定のカー
ド利用代金等について払い戻しの処理をしたときは、当社は受領し次第、該当する法人
会員アカウントにおける払い戻しとして調整します。紛議が速やかに解決せず継続する
ときは、当社は紛議中の金額について一時的に請求保留とすることに同意する場合があ
りますが、その場合も、法人会員はかかる金額を控除した請求金額全額を支払う義務が
あります。当社が法人会員の要請に基づき物品・サービスの販売者に対して償還請求す
ることに同意した場合、法人会員は、当該物品・サービスの拒否または償還請求に起因
して当社に対して申し立てられる請求申立てその他のすべてについて、当社に賠償する
ことに同意するものとします。

(c)  法の要請のある場合を除き、カードもしくは法人会員アカウントを利用して得た物品・
サービスの瑕疵について、または加盟店のカード利用の拒否について、当社は一切責任
を負いません。

(d) 法人会員が不正利用額について申し立てる場合、法人会員は当社の要請に従って、警察
の被害届受理書、供述書その他の確認書面を当社に提出していただきます。法人会員は
かかる申立てをする場合、当社が法人会員より入手する情報もしくは調査の対象である
情報を警察その他の調査機関等に開示することについて同意するものとします。また法
人会員は不正利用額の申し立てに関連して、当社および警察に合理的な範囲で情報提
供その他の協力をすることに同意するものとします。

(e) 法人会員が定期的に発生するカード利用代金等を法人会員アカウントまたはカードに
請求することを認めた場合は、法人会員は、カードの再発行または解約に際しては、定期
的に発生するカード利用代金等の支払または物品・サービスの提供が滞りなく行われる
ように、自己の責任で加盟店に連絡のうえ、加盟店に対し更新されたカードの情報また
は代替となる支払方法についての情報を提供するものとします。法人会員およびカード
会員は、解約されたカードまたは法人会員アカウントに発生する定期的に発生するカー
ド利用代金等について、本規約第5条に従って支払責任を負います。また、法人会員は、
定期的に発生するカード利用代金等を法に基づき、または加盟店との契約内容に基づ
き停止する場合は、加盟店への書面による通知その他加盟店が定める方法で手続きを
してください。以上の規定にかかわらず、法人会員は、当社から一部の加盟店（その決
済代行機関等を含む。）に対して、法人会員に代わり、会員番号・有効期限の変更および
カードの無効情報を通知する場合があることをあらかじめ承諾するものとします。

(f ) 特定のカードまたは法人会員アカウントを利用して購入できる物品・サービスの種類等
に何らかの制限を設けることについて当社が同意した場合、当社はかかる制限を適用す
るよう合理的な範囲で努力する義務を負うものとします。その場合でも、該当するカード
利用代金等についての法人会員の支払責任には如何なる変更もありません。売上処理
を電磁的に行わない加盟店、事業内容について不正確な情報を当社に提出した加盟店
等をはじめとする一部の加盟店では、当社がカードまたは法人会員アカウントの利用を
制限または拒否することができません。当社のシステムおよび加盟店管理においては、
加盟店の分類等は加盟店が自己申告する事業内容情報に基づき行われます。

第10条
（カードの紛失・盗難、法人会員アカウントの不正使用）

(a) 次のいずれの場合も、法人会員またはカード会員は直ちに、当社ホームページ等に記載
の当社電話番号等（または当社が法人会員もしくはカード会員に随時連絡するその他の
番号）に連絡するものとします。
ⅰ. カードを紛失した、または盗難にあった場合
ⅱ. 更新カードまたは再発行カードがカード会員に到着しない場合
ⅲ. 暗証番号を他人に知られてしまった場合
ⅳ. カードまたは法人会員アカウントが不正に使用されている疑いがある場合
ⅴ. カード利用または法人会員アカウントの利用が正しく処理されていないと疑われる

場合
(b) 法人会員は、カードおよび法人会員アカウントの不正使用についての当社による管理に

協力するため、当社が合理的な範囲で要請する場合には、所轄警察署の被害届受理書
その他の文書を当社に提出することに同意するものとします。また、法人会員は、法人会
員、管理責任者、アカウント利用者、オンライン・サービス指定社員、およびカード会員の
本プ ログラムに係る行為に関して、当社が関連官庁に情報を提供する場合のあること
について同意するものとします。

金等について、本契約第5条(a)項または(b)項に従って、各カード会員と連帯してま
たは法人会員単独で負担していただきます。

ⅲ. 法人会員またはカード会員が本条第(d) 項の定めに違反して、当社への通知および
警察署への届出が遅れた場合。この場合、法人会員は当社への通知以前に発生した
不正利用額のすべてについて本契約第5条(a)項または(b)項に従って、各カード会員
と連帯してまたは法人会員単独で負担していただきます。 

ⅳ. 暗証番号を使用するカード利用において、カードの利用において暗証番号が使用さ
れた場合。この場合、法人会員はそのために生ずる一切のカード利用代金等につい
て、本契約第5条(a)項または(b)項に従って、各カード会員と連帯してまたは法人会
員単独で負担していただきます。ただし、暗証番号の管理につきカード会員もしくは
法人会員のいずれにも故意または過失がなかったことの証明があった場合はこの限
りではないものとします。

(d) カードの盗難・紛失もしくは暗証番号を他人に知られた事実が発覚した場合またはその
疑いがある場合、あるいはカードもしくは法人会員アカウントが不正に利用されている
と疑われる場合、法人会員は直ちにその旨を当社に通知するとともに、警察署に届出る
ものとします。

(e) いずれかのアカウント利用者またはカード会員に認めていたカード利用代金等を発生
させる権限が終了した場合、法人会員は直ちに当社に通知するものとします。カード会
員またはアカウント利用者が法人会員のために経費を使う権限を失った日以降、当社が
法人会員からその旨の通知を受領する日までに発生したカード利用代金等については、
法人会員がその一切の支払責任を負うものとします。

(f ) 法人会員は、退職、カード会員資格の取り消し、本契約の終了その他の理由によりカード
利用代金等を発生させる権限を失った者について、当該個人に発行されたカードを回
収し破棄するよう最大限努力するものとします。ただし、カード会員規約に従って、退職
後もカード会員資格が継続される場合はこの限りではありません。

(g) 法人会員は、カード会員に対して、カードの使用に関する経費処理を速やかに、少なくと
も毎月一度行うことを指示するよう最大限努力するものとします。

(h) 法人会員は、カード会員に対して、カードは法人会員が定めるポリシーおよび手続で認
められる用途に限って使用すること、およびカードの不正利用については直ちに当社に
通知することを周知徹底することに同意するものとします。

第６条 （アカウント利用可能枠）
(a) 当社は自己の裁量で、法人会員のいずれかの法人会員アカウントについて、または法人

会員もしくはその関連会社が当社もしくは当社の関連会社との間で締結しているその他
のアカウントもしくは契約等と連結して、アカウント利用可能枠を設定することができる
ものとします。また、当社は自己の裁量でアカウント利用可能枠を変更することができる
ものとします。当社は、かかるアカウント利用可能枠の設定または変更をする場合は、事
前に、あるいは遅くとも同時に、法人会員に通知するものとします。

(b) 法人会員は、自己の法人会員アカウントについて、カード会員の利用を管理するための
社内規定等の導入、およびその他の方法により、アカウント利用可能枠を超えることのな
いよう定期的に確認し、管理するよう最大限努力するものとします。

(c) 当社もしくは当社の関連会社が財務上のリスク管理および法遵守のために必要である
と合理的に判断し、当社が法人会員に要請した場合、法人会員は財務情報およびその他
の法人会員の事業に関連する情報を速やかに当社に提供するよう最大限努力するもの
とします。当社は、提供された情報を当社の関連会社と共有し、利用することができるも
のとします。

(d) 法人会員およびカード会員は、アカウント利用可能額の設定がある場合の超過利用額を
含め、一切のカード利用代金等について本契約に従って支払責任を負うものとします。

第７条 （通知等）
(a) 当社は、本プログラムに関連してご利用代金明細書、通知、報告、およびその他の連絡を

法人会員にする場合、郵便、Eメール、またはその他のオンライン・サービスを利用する
方法で行います。ただし、コーポレート・カードに関するご利用代金明細書は、カード会
員規約に定める方法で確認できます。

(b) 当社の法人会員への通知等および法人会員から当社への通知等は、管理責任者を通じ
て行うものとし、法人会員はそれが自己へのあるいは自己の有効な通知等であることに
同意するものとします。当社は管理責任者から受け取る指示、同意、および情報を法人
会員のものであるとみなすことができるものとします。また、当社からカード会員への、
またはカード会員から当社への通知等は管理責任者または連絡担当者を通じて行うこ
とができるものとし、その場合、法人会員はかかる通知等を当社またはカード会員のい
ずれか該当する当事者に対して、直ちに提示するものとします。

(c) 法人会員は、法人会員に係る法人名、Eメールアドレス、住所、電話番号、代表者、管理責
任者、連絡担当者、支払口座または支払方法その他当社に届け出た事項に変更が生じ
た場合は、遅滞なく当社所定の方法により届け出るものとします。法人会員から得た住
所または電話番号を使用して行う当社の通知等が、宛先不明等の理由で法人会員に到
着しない場合または差し戻された場合、当社は法人会員に本契約の重大な違反行為が
あったとみなすことができるものとし、正しい連絡先情報が得られるまで当社は法人会
員への通知等の送付を停止することができるものとします。

(d) ご利用代金明細書その他、当社が電磁的な方法で行う通知等は、Eメールの場合は当社
が送信した日に、またオンライン・サービスを利用して掲載する通知等の場合は、法人会
員のアクセスの有無にかかわらず当社が掲載した日に、受領されたものとみなします。

(e) 法人会員は、送付されるはずのご利用代金明細書が届かない場合、またはオンライン・
サービスでご利用代金明細書にアクセスすることができない場合、当社に連絡のうえ請
求金額を確認するものとします。

(f ) 法人会員は、当社に届け出たその他の情報に変更がある場合も当社に通知するものとし
ます。また法人会員は、当社が要請するとき、あるいは法令上の必要があるときは、本プ
ログラムもしくは特定のカード会員アカウントに関する追加情報および補足書面等を提
供するものとします。請求先住所が日本国外である場合、当社は追加の管理手数料を請
求できるものとします。

(g) 当社が本契約に基づき送付する通知等はすべて、送付した日の7日後に法人会員が受領
したものとみなすことができます。法人会員がそれ以前に実際に受領した場合は、その
限りではありません。

(h) 本契約に基づき必要な当社への通知等は、以下の住所宛に送付していただきます。
〒105-6920　東京都港区虎ノ門4-1-1
アメリカン・エキスプレス・インターナショナル・インコーポレイテッド法人事業部門
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第11条 （オンライン・サービス）
(a)  法人会員は、オンライン・サービスの利用について、法人会員が適当と認めるオンライ

ン・サービス指定社員のみが、指定されたIDおよびパスワードを使用して当社のウェブ
サイトより利用することに同意するものとします。オンライン・サービスのかかる管理を
徹底するため、法人会員は合理的な管理施策を実施するものとします。

(b) 法人会員は、オンライン・サービスを正しく利用するために、必要なシステム、ソフトウェ
ア、コミュニケーション・ツール等を自己の責任で導入し、管理するものとします。法人会
員のソフトウェア、機器、コミュニケーション・ツール等の費用について、当社は一切責任
を負いません。

(c)  本契約の発効前であるか発効後であるかに関係なく、当社が法人会員に対してソフト
ウェア提供者を紹介した場合、当社は、明示するか否かにかかわらず、第三者である当
該提供者が法人会員に提供するソフトウェアの機能性および信頼性について何ら保証
するものではありません。また、当該提供者によるサポート業務もしくはアップグレード・
サービスに関して、その利便性、品質、および提供期間についても何ら保証するもので
はありません。さらに、法人会員は、第三者が提供するソフトウェアの品質、商品性、また
は特定の目的に対する適合性について、当社が一切の責任を負わないことを認め、同意
するものとします。法人会員は、かかるソフトウェアの使用に起因する損害その他いかな
る点についても、当社に請求しないことに同意するものとします。

(d) 本条第(a) 項に定めるオンライン・サービス利用のための指定I Dおよびパスワードは、
オンライン・サービス指定社員ごとに指定される機密情報です。法人会員は、当該指定I 
D・パスワードが他者と共有されたり、他人の目に触れるおそれのある場所に記録された
りすることのないように徹底するものとします。法人会員、オンライン・サービス指定社
員、もしくはその他の者によるオンライン・サービスの誤用、不正使用について、また法
人会員による指定I D・パスワードの保全管理が不十分であることを原因とする機密情報
の漏洩について、当社は一切の責任を負わないものとします。

(e) 当社は、いつでも、オンライン・サービスの終了、改定、使用の一時中止をすることができ
るものとします。当社は、オンライン・サービスの終了もしくは一時中止する場合、本契約
第17 条（本契約の変更）の規定に従い、法人会員に対して事前に通知するものとします。
ただし、保全上必要な場合、当社が管理不能な場合、または不正使用もしくは本条で定
めるオンライン・サービス利用条件の違反行為がある場合はこの限りではありません。

(f ) 当社は、ご利用代金明細書をオンライン・サービスに掲載した場合には、合理理的な範
囲でその旨を法人会員に対して通知しますが、法人会員は、定期的に、各請求期間ごと
に自ら確認する責任を負うものとします。

(g) オンライン・サービスの利用については、前各項に加え、当社ウェブサイトにおいて定め
るウェブサイト利用規約が適用されます。

第12条 （一時停止）
当社は、カードもしくは法人会員アカウントの不正使用の疑いがある場合、カードもしくは法
人会員アカウントに係る支払の遅延が予測される場合、またはその他の理由に基づき、カー
ドもしくは法人会員アカウントの利用を直ちに一時停止することができるものとします。かか
る一時停止の場合も本契約は引き続き有効であり、法人会員およびカード会員は、法人会員
アカウントもしくはカードについて発生したカード利用代金等のすべてについて支払責任を
負うものとします。

第13条 （外貨建てのカード利用代金等）
(a) カード利用代金等が日本円以外の通貨で生じた場合には、American Express Exposure 

Management  Ltd（.   以下「AEEML」）が日本円に換算します。この換算は、アメリカン・エ
キスプレスにおけるカード利用代金等の処理日に行われ、当該カード利用代金等のアメリ
カン・エキスプレスへの提出時期により実際のカード利用日と異なることがあります。

(b) 前項の円換算に際しては、カード利用代金等が米ドル以外の外貨建てで生じた場合に
は、米ドルを介しての円換算、すなわちカード利用代金等を一旦米ドルに換算後これを
円換算します。また、カード利用代金等が米ドル建てで生じた場合には、直接円換算し
ます。法人会員は、AEEMLによる円換算に際しては、法令により特定の換算レートの適
用が義務付けられている場合、または協定もしくは現地の慣例により当該カード利用代
金等に関して特定の換算レートが使用される場合を除き、AEEMLが日本国外で所有し
管理するアメリカン・エキスプレス財務システムを利用し、換算日の前営業日における
主要な外国為替相場情報から選択した銀行間レートを基に、下記料金表に記載する、
あるい はその 他 の 方 法で 当 社 が 通 知 する外 貨 取 扱 手 数 料を加えた 換 算レートを使 用
する（ただし、米ドルを介しての円換算の場合、当該手数料が重複して課せられること
はありません。）ことを理解し、同意するものとします。この外貨取扱手数料はAmerican 
Express Travel Related Services Company, Inc. もしくはその関連会社の収益となり
ます。

( c )  法 人 会員は、法 令 により特 定 の 換 算レートの 適 用 が 義 務 付 けられている場 合を除き、
カード利用代金等がアメリカン・エキスプレスに提出される前に第三者により換算され
る場合、適用される換算レートは当該第三者が決定すること、および当該第三者が定め
る手数料を含む場合のあることを理解し、同意するものとします。

(d) ①外貨建てのカード利用が取り消された場合の取消されるべき金額の円換算、および② 
付加価値税の還付金の円換算は、アメリカン・エキスプレスが当該処理を行う期日を換
算日として、前3項の規定に準じるものとします。

(e) 本条(a) 項から(c) 項までの規定にかかわらず、一部の海外加盟店でのカード利用に際
して、加盟店から外貨建ての利用金額とともに、加盟店が独自に定めるレートにより換算
した円建ての利用金額の提示がある場合において、カード会員またはアカウント利用者
が円建ての利用金額によることを選択したときは、当該円建て金額をカード利用代金等
として請求します。なお、かかる場合において、カード会員またはアカウント利用者が当
該カード利用を取り消した場合、取消金額は外貨建てで生じることがあり、その場合取り
消すべき金額の円換算は前４項に従います。

第14条 （手数料等）
(a) 法人会員アカウントおよびカードについてお支払いいただく手数料等は、下記料金表に

記載のとおりです。
(b) 法人会員が当社から追加サービスの提供を受けることを選択する場合、該当するサービ

ス手数料等を請求する場合があります。金額は、かかる追加サービスの提供に同意され
るときに提示します。

(c) 『メンバーシップ・リワード』プログラムに参加する場合のプログラム年会費その他、カー
ド会員規約に定めのないサービスを提供する場合には別途手数料等を請求する場合が
あります。

(d) 当社は、本契約第17条（本契約の変更）に従って下記料金表の変更を行うことができる
ものとします。

(e) お支払いいただく金額が支払債務の全額を完済させるに足りない場合、法により禁止さ
れる場合を除き、未払いの金額の他、当社が定める追加手数料および合理的な範囲で
回収および法的処置に要した費用を負担していただきます。追加手数料を定める場合
は、下記料金表に記載します。

第15条 （遅延損害金）
お支払いいただく金額が法人会員アカウントもしくはカード会員アカウントの支払債務の全
額を完済させるに足りない場合、当社は該当する法人会員アカウントもしくはカード会員ア
カウントの利用を一時停止または取り消す権利を有するものとし、また、支払遅延金額に対し
て以下の方法で遅延損害金を請求するものとします。
• ご利用代金明細書において請求金額合計額として記載される金額が指定支払期日までに

完済されなかった場合、未払額は支払遅延金額として認識されます。
• 翌月以降のご利用代金明細書において、支払遅延金額に対する遅延損害金を記載のうえ、

請求します。
• 支払遅延金額として記載される金額は、未払いの遅延損害金を含む場合があります。
• 遅延損害金は下記料金表に記載の料率で算定のうえ、負担していただきます。

第16条 （契約期間・契約の終了）
(a)  本契約は、法人会員が法人会員基本申込書に署名捺印した日に発効し、本条第(b)項お

よび第(c)項を条件として、いずれかの当事者が3ヶ月前までに他方当事者に対して通知
をして解約するまで有効とします。ただし、本契約第2条第(a)項に基づく当社の審査の
結果法人会員アカウントが開設されない場合は、本契約はその決定の時点で終了するも
のとします。

(b)  当社もしくは法人会員のいずれかが破産、支払不能、民事再生、会社更生または特別清
算の申し立て、または事業の停止のいずれかに該当する場合、他方当事者は当該当事者
に対して通知をすることにより、有効期間中であっても直ちに本契約を終了し、あるいは
すべての法人会員アカウントを解約することができるものとします。

(c)  法人会員が本契約または当社もしくは当社の関連会社とのその他の合意事項に重大な
違反をした場合、または法人会員アカウントもしくはカードにおける不正利用等もしくは
与信リスクが当社が許容できない程度である場合、当社は、通知により直ちに本契約を
終了し、あるいは該当する法人会員アカウントを解約することができるものとします。

(d)  法人会員もしくは法人会員の関連会社、またはそれらの役員、従業員等のいずれかが、
第31条第(a)項各号のいずれかに該当した場合、同条第(b)項各号のいずれかに該当す
る行為をした場合、または同条の法人会員による表明・確約が虚偽の申告であることが
判明した場合であって、法人会員との契約を継続することが不適切であると当社が認め
たときは、当社は、通知により直ちに本契約を終了し、すべての法人会員アカウントを解
約することができるものとします。

(e)  法人会員、その役員または従業員等が当社（当社が業務委託する者を含みます。）の従
業員に対して次の①から⑤に掲げる行為その他の当該従業員の安全や精神衛生等を害
するおそれのある行為をした場合（第三者を利用して行った場合を含みます。） 、当社は
通知により直ちに本契約を終了し、すべての法人会員アカウントを解約することができ
るものとします。
①暴力、威嚇、脅迫、強要
②暴言、性的な言動、セクハラ行為、誹謗中傷、ストーカー行為その他人格を攻撃する言動
③人種、民族、門地、職業その他の事項に関する差別的言動
④長時間にわたる拘束、執拗な問い合わせ
⑤金品の要求、特別対応の要求、実現不可能な要求、その他内容もしくは態様が社会通

念に照らして著しく不相当と認められる要求
(f )  本契約が理由の如何にかかわらず終了した場合、当社はすべての法人会員アカウントお

よびカードの利用を停止します。この場合、法人会員は、未請求分を含むすべてのカー
ド利用代金等および本契約に基づく当社に対するその他の債務の一切について、直ち
に弁済するものとします。当社に対する支払債務が完済されるまで法人会員アカウント
は閉鎖されません。また、法人会員アカウントが解約もしくは利用停止された場合も、弁
済されない支払債務については遅延損害金その他、該当する手数料が加算請求されま
す。

(g)  合理的な範囲で未払い債務の回収に要した費用（弁護士費用を含むが、それに限られ
ない。）については、法により禁止される場合を除き、法人会員に負担していただきます。

(h)  当社は、カード会員規約の定めに従い、自己の裁量でいつでも、いずれのカードについ
ても通知をすることなくカード会員のカード利用の一時停止を含む利用制限または会員
資格の取消しをすることができるものとします。

(i)  法人会員がカード会員の退会を届け出た場合において当該退会に関して当社に苦情等の
申立てがなされたときは、法人会員が一切の責任を負うものとし、かかる申立てに起因す
る、または関連するすべての手続および請求について当社に賠償するものとします。

第17条 （本契約の変更）
(a) 当社は、次の各号に該当する場合には、本規約の変更の効力発生時期を定め、本規約を変

更する旨、変更後の内容および効力発生時期を、当社のウェブサイトへ掲載するほか、必
要があるときは法人会員に通知する方法その他の相当な方法により周知することによっ
て、本規約を改定することができます。なお、第ii号に該当する場合には、当社は、定めた
効力発生時期が到来するまでに、当社のウェブサイトへの掲載等を行うものとします。
ⅰ. 改定の内容が会員の一般の利益に適合するとき
ⅱ. 改定の内容が本契約に係る取引の目的に反せず、改定の必要性、改定後の内容の相

当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき
(b) 当社は、前項に基づくほか、法人会員に対し変更日の3 0日前までに通知することによっ

て、本契約を変更することができるものとします。この場合、当該通知の後に法人アカウ
ントの利用をもって法人会員の変更に対する承諾の意思表示とし、当該意思表示をもっ
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て法人会員アカウントにおいて当該変更日以降に発生するカード利用代金等のすべて
について、変更後の規約が適用されるものとします。

(c)  当社は、カード会員規約をその定めるところに従って変更できるものとします。かかる
変更にかかわらず、法人会員はカード利用代金等の一切について本契約第5条（支払責
任）に従って責任を負うものとします。

第18条 （機密保持）
(a) 当社および法人会員は、一方当事者が相手方当事者に開示または提供するその事業も

しくは企業に関する秘密情報およびその他の情報をすべて機密情報として取り扱い、厳
に機密を保持するものとし、本プログラムの遂行に必要な場合、本契約に別段の定めが
ある場合、または両当事者が書面により別段の合意をした場合を除き、第三者（当社の
関連会社を除く）に対して開示しないものとします。

(b) 当社および法人会員は本契約を機密情報として取り扱い、事前に相手方当事者の書面
による同意を得ることなく、本契約の内容のいかなる部分についても第三者（当社の関
連会社を除く）に開示しないものとします。ただし、裁判所もしくは監督官庁の命令その
他、法の要請のある場合はこの限りではありません。

(c) 当社は法人会員の事前承認を得た場合には、法人会員がアメリカン・エキスプレスの顧
客である事実を広報・マーケティング活動において開示することができるものとします。

(d) 本契約が終了した場合も、本条の定めは有効に存続するものとします。

第19条 （責任の制限）
(a)  本契約のその他の定めにかかわらず、当社およびその親会社、子会社、関連会社、代理

人、従業員、もしくは代表者は、いかなる場合も、本契約に関連して生じる間接的、派生
的、特別的、懲罰的、もしくは付随的な損害、または逸失利益のいずれについても、賠償
責任を負わないものとします。

(b) 法の要請のある場合を除き、当社は以下の事項に関連して生じる損害について一切の
責任を負わないものとします。
ⅰ. カードもしくは法人会員アカウントの利用の加盟店による拒否または承諾の遅延、ま

たはかかる利用もしくは利用の承諾について加盟店が条件を課した場合
ⅱ. カードもしくは法人会員アカウントを利用して購入した商品・サービス、またはその

配送（遅延または未達を含む。）
ⅲ. 商品・サービスの自動販売機、または現金その他の自動支払機におけるカードの使用
ⅳ. カードもしくは法人会員アカウントを利用して行われる取引についての当社による

承認の拒否（カードに附帯する特典の提供の差止めを含む。）
ⅴ. オンライン・サービスにおいて届け出られた情報の不備または不正確（Eメールアド

レスの変更もしくは不備、連絡通信システムの不具合または中断を含むが、理由の
如何を問わない。）

第20条 （不可抗力）
法人会員、当社、または当社の委託業者およびライセンス許諾者のいずれも、自然災害、政府
の介入、停電、通信・衛星その他のコミュニケーション・ネットワークの障害、不正アクセスも
しくは盗難、テロ行為、労働争議、ストライキなど、当事者の合理的な支配の及ばない事態に
おける本契約の不履行もしくは履行の遅延（支払義務は除く）については責任を負わないも
のとします。本契約が終了した場合も、本条の定めは有効に存続するものとします。

第21条 （譲渡）
(a) 当社は法人会員に対して通知をすることなく、いつでも、本契約に基づく当社の権利およ

び債務を当社の関連会社もしくは非関連会社である第三者に譲渡、移転、または委託す
ることができるものとします。

(b) その場合、当社は法人会員、法人会員アカウント、もしくは本契約に関する情報（機密情
報を含む）を当該関連会社もしくは当該第三者に対して提供することができるものとし
ます。

(c) 法人会員は、事前に当社の書面による承認を得ることなく、本契約に基づく権利・債務お
よび本契約に基づくいかなる契約関係も、譲渡もしくは移転する、またはそれらを意図
することはできないものとします。本項に違反してなされた、もしくは意図された譲渡も
しくは移転は無効となります。

第22条 （適用法規および合意管轄）
(a) 本契約、本契約に基づく契約関係、および本契約に関するその他の事項のすべてについ

て、日本の法律が適用されるものとします。
(b) 本契約に関して生じる紛議、および債務に係る徴収手続のすべてについて、東京地方裁

判所または東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第23条 
（法人会員アカウントに関する情報および情報の保護）

(a) 本契約第18条の定めにかかわらず、当社が法人会員に関する情報およびカードもしくは
法人会員アカウントの利用に関する情報を処理し、分析し、使用すること、および法人会
員の有効な購買規定等の施策に資するための報告書の開発、あるいはカード利用代金
等の承認業務に際しての不正利用の防止その他を目的として、かかる情報を他の情報
源から入手する情報と組み合わせることについて、法人会員は理解し、同意するものとし
ます。

(b) 当社は本契約の履行にあたり、個人情報を別紙に定める条件に従って収集し、取扱うも
のとします。

第24条 （相殺）
当社が法人会員に対して支払うべき債務がある場合、当社は、法人会員の本契約もしくはそ
の他の契約に基づく当社に対する支払債務に対して相殺をすることができるものとします。

第25条 （代位）
カードまたは法人会員アカウントを利用して購入した商品・サービスが加盟店またはサービ
ス提供者より提供されない場合、当社は、自己の裁量により、該当するカード利用代金等の金
額をカード会員アカウントまたは法人会員アカウントに払い戻しとして調整する場合があり
ます。その場合、法人会員は、当該加盟店またはサービス提供者に対する申立て等（支払不
能についての申立て、証明、および法的手続の管理、開始を含むがそれに限定されない。） を
法人会員の名において、ただし当社の費用負担にて行う代理人として当社に委任することに
同意するものとします。また当社が要請する場合は、法人会員が有するかかる申立て等を 行
う権利を当社に譲渡することに同意するものとします。

第26条 （外国為替、税金その他）
(a) 法人会員は、外国為替に関する法律、税法その他、法人会員アカウントもしくはカードの

利用に適用される法律をすべて遵守するものとし、非遵守の結果当社が被る損害の一
切について賠償することに同意するものとします。

(b) 特段の記載のある場合を除き、本契約に定める手数料その他の金額は税金を含みませ
ん。当社は該当する税金の全額または一部、および当社が決定するその他手数料を加算
して、法人会員アカウントもしくはカードに請求するものとします。ただし、かかる加算が
法により禁止されている場合はこの限りではありません。

(c) 税金の取扱いについては、以下の項目が適用となります。
ⅰ. 本条でいう税金とは、消費税、付加価値税、および本契約に関して課金されるその他

の税金を含みます。
ⅱ. 本条でいう税金は、本契約に基づきお支払いいただく手数料その他と同時に請求い

たします。
ⅲ. 当社にお支払いいただく手数料その他が源泉徴収の対象である場合は、法人会員は

源泉徴収のうえ、該当する金額を法の定める期間内に税務署に納めるものとします。
その場合、法人会員は税務署の正式な受領証を30日以内に、または実務上可能な範
囲で最も早い期日に、当社に提供するものとします。

(d) 本契約に関して当社もしくは法人会員に生じるその他の税金については、各当事者の自
己負担とします。

(e) 当社は、法人会員アカウントに関する管理情報等のデータを、当社が定める書式で法人
会員に提供する場合があります。ただし、当社はかかる情報について、法人会員が納税
等の法的な義務またはその他を目的として使用する場合の正確性、完全性、信頼性を保
証するものではありません。

第27条 （当事者）
本契約は、当社および法人会員、またはそれらの承継人および譲受人に対してのみ拘束力を
持つものとします。

第28条 （権利の放棄）
当 社 が 本 契 約 に基 づく権 利 の い ず れ かを行 使しな かった 場 合も権 利 の 放 棄とは み なされ
ず、当社はかかる権利を本契約に従って行使することができるものとします。

第29条 （可分条項）
(a) 本契約のいずれかの条項が関連法令に抵触する場合、本契約の本来の主旨に最も相応

しい方法でかかる条項は修正され、または削除されたものとみなすものとします。
(b) 前項に基づき本契約が変更された場合、各当事者の権利および義務はかかる変更のう

え存続するものとします。

第30条 （完全合意）
(a) 本契約および法人会員基本申込書に定める条件は、コマーシャル・カード・サービスに関

する当社と法人会員の間の完全なる合意事項であり、本契約以前になされた如何なる
表明および合意も無効とします。

(b) 本契約が、法人会員（もしくはその関連会社）と当社（もしくはその関連会社）が日本以外
におけるコマーシャル・カード・サービスの提供に関して締結した、または締結する基本
契約に基づいて合意される場合であって、本契約とかかる他の基本契約に相違があると
きは、日本における本プログラムについては本契約が優先されます。

第31条 （反社会的勢力でないことの表明および確約）
(a) 法人会員は、法人会員および法人会員の関連会社、ならびにそれらの役員、従業員等（以

下「法人会員等」という）が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から５年
を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、
特殊知能暴力集団等またはテロリスト等その他これらに準じる者（以下総称して「暴力
団員等」という）に該当しないこと、および次のいずれにも該当しないことを表明し、かつ
将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(i) 　暴力団等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(ii) 暴力団等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(iii) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的

をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(iv) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしている

と認められる関係を有すること
(v) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべ

き関係を有すること
(b) 法人会員は、法人会員等が自らまたは第三者を利用して、次の各号のいずれかに該当す

る行為を行わないことを確約いたします
(i) 暴力的な要求行為
(ii) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(iii) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(iv) 風説を流布し、偽計を用いもしくは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社

の業務を妨害する行為
(v) その他前各号に準ずる行為
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第32条（犯罪収益移転防止法等に基づく対応）
(a) 法人会員は、当社が犯罪による収益の移転防止に関する法律（以下「犯罪収益移転防止

法」といいます。）および同法に関連するガイドライン等に基づき行う、法人会員に関す
る情報や具体的な取引の内容等の確認に関して、以下の事項に異議なく同意します。 
ⅰ. 当社から運転免許証その他の資料またはその写しの提示または提出を求められた

ときは、これに協力すること （当社から追加資料の提示または提出を求められた場
合を含みます。）

ⅱ. 当社からカード利用の取引目的その他の取引内容等の確認を求められたときは、こ
れに協力すること 

ⅲ. 前各号の場合について、当社から提示、提出または回答の期限の指定を受けたとき
は、正当な理由のない限り、期限内の対応を行うこと 

ⅳ. 前各号の確認に対する法人会員の回答、具体的な取引の内容、法人会員の説明およ
びその他の事情を考慮して、当社が マネーロンダリング、テロ資金供与、または経済
制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、 カード利用の全部ま
たは一部が制限または停止されることがあること 

（b）法人会員は、外国の重要な公的地位を現在もしくは過去に有する者またはその家族（犯
罪収益移転防止法施行令第12 条第3 項各号に掲げる者であって、以下「外国PEPs」とい
います。） に該当する場合（入会後に該当することとなった場合を含みます。）は、その旨
およびその国名と職名を直ちに当社へ届け出るものとします。 

（c）法人会員は、外国為替および外国貿易管理に関する法令等により一定の手続が必要な
場合、当社の要求に応じこの手続を行うものとし、または日本国外でのカード利用の全
部または一部の制限または停止に応じるものとします。

B.ビジネス・トラベル・アカウント (BTA)
特約条項

BTA用法人会員アカウントの開設を選択される場合、上記に加えて以下の条件も適用となり
ます。

(a) BTAの利用
( i )    当社はBTA利用申込みを承認した後、法人会員に対してBTA決済専用番号を発行する

ものとします。BTA利用に関し、当社は法人会員またはアカウント利用者のいずれに対
してもプラスチック・カードは発行いたしません。

(ii) 指定旅行代理店は、法人会員との合意事項および法人会員の指示に従って、アカウント
利用者によるBTA利用を承諾し、旅行代金等を法人会員のBTA決済専用番号を使用し
て請求するものとします。BTAを利用して決済した金額の取消もしくは払い戻しは、BTA
を利用して行う払い戻しの方法でのみ行うものとします。また、指定旅行代理店はBTA
の利用について、BTA決済専用番号を記入した売上票を当社に提出するものとします。
当社は法人会員と指定旅行代理店との間の如何なる合意にも関与しないものとし、ま
たかかる法人会員と指定旅行代理店の合意は、当社もしくは当社の関連会社が指定旅
行代理店、航空会社等との間で別途締結する契約には一切の影響を与えないものとし
ます。

(ii i )  法人会員は、旅行代金等の決済を目的として、かつ法人会員が定める社内関連規定に
従って、BTAを利用することに同意するものとします。

(iv) 旅行代金等の前払いにBTAを利用することはできません。
(v) 当社は売上票を受領後、法人会員のBTA用法人会員アカウントに請求もしくは払い戻し

の調整をするものとします。
(vi)  当社はBTA利用に関するご利用代金明細書を毎月作成し、当社所定の方法により法人

会員に提供し、請求するものとします。
(vii )  法人会員は、指定旅行代理店による旅行手配等はキャンセル手数料その他、指定旅行

代理店が別途定める条件が適用されることに同意するものとします。ただし、BTAの利
用およびカード利用代金等の取扱に関しては、本契約の条件が優先されるものとしま
す。

(viii) 法人会員は、当社所定の方法により追加のBTA決済専用番号を申し込むことができるも
のとします。

(b) 支払責任
(i) 法人会員は、BTA決済専用番号の管理についての全責任を負うものとし、指定旅行代理

店がBTAを利用して決済した金額の一切（不正利用額を含む）について支払責任を負う
ものとします。

(ii) 本契約第5条第(c)項の規定はBTAもしくはBTAの利用に係るいかなるカード利用代金
等にも適用されないものとし、不正利用額については如何なる場合も法人会員が支払
責任 を負います。

(iii) 指定旅行代理店によるBTAを利用して行う決済が、指定旅行代理店、航空会社、また他
第三者が負うべき義務に反する場合でも、法人会員が一切の債務についての責任を 負
うものとし、当社に対する法人会員の支払責任が免除されることはありません。BTAを
利用 して決済されたカード利用代金等について異議ある場合は、法人会員は指定旅行
代理店と直接交渉するものとします。

(iv) 旅行代理店、航空会社やその他のサービスの提供機関による行為、およびそれらの者
によって提供された商品やサービス、作成されたパンフレット等の内容に関する疑義・
紛議について、当社は一切責任を負わないものとします。かかる疑義・紛議に関し、法
人会員は旅行代理店等との間で解決をはかるものとし、これを理由に当社に対する支
払を留保することはできません。

(c)指定旅行代理店の変更
BTA決済専用番号は、法人会員が指定する指定旅行代理店について当社が承認した場合に
のみ発行されるものです。法人会員が指定旅行代理店の利用を中止したときは、当該指定旅
行代理店の利用に係るBTA用法人会員アカウントは解約されます。その場合、法人会員は当
該法人会員アカウントの未払い債務一切について、直ちに当社に支払うものとします。また、
当社が認める場合、新たな旅行代理店を指定してBTAの利用を申込むことができるものとし
ます。

C. American Express @ Work® 特約条項
本特約は、法人会員がAmerican Express @ Work®（以下「本サービス」という。）をご利用
いただく場合に適用されます。本特約において、アメリカン・エキスプレスとは、当社および
American Express Travel Related Services, Inc.を意味します。本特約は、本契約の一部
を構成します。本特約に定めのない事項は、本契約の定めに従うものとします。本特約の内
容と本契約の内容とが矛盾・抵触する場合は、本特約の規定が優先して適用されるものとし
ます。

１) 指定ユーザー
(a) 本サービスの利用は、法人会員が、管理責任者または連絡担当者の中から指定した者

（以下「指定ユーザー」という。）に限られます。なお、BTA用法人会員アカウントの開設
を選択される場合、法人会員は、管理責任者または連絡担当者の中から指定ユーザーを
登録するものとし、法人会員からの指定がないときは、当社は、管理責任者として指定さ
れた者を指定ユーザーとして登録することがあります。

(b) 法人会員は、本サービスのデータを保全する目的の一環で、指定ユーザーを限定および
アクセス権限を制限していることを理解し、また、当社所定の方法による場合を除き、指
定ユーザーの変更または追加を行わないことに同意します。法人会員は、指定ユーザー
に本特約を遵守させるものとします。

(c) 本契約に規定されている責任の制限に加え、アメリカン・エキスプレスは、指定ユーザー
が適切な同意または承認を取得していないこと、あるいは指定ユーザー、法人会員、ま
たはその役員もしくは従業員の不正な行為（不正な申込を含む。）に関連した損失を含
め、指定ユーザーの行為または不作為によって法人会員またはその役員もしくは従業
員（役員または従業員であった者を含む。）に生じた損失または損害（結果的損害を含
む。）について一切責任を負いません。

(d) 法人会員は、アメリカン・エキスプレスが、指定ユーザーによるすべての行為、指示また
は通信（指定ユーザーによるアクセスキー設定を含む。）が不正、不完全、不正確または
誤って行われた場合であっても、適正に行われたものとして取り扱うことができ、法人会
員を拘束することを理解し、かつ同意します。法人会員は、アクセスキー等の情報を保護
する責任があり、また、承認されたものか不正なものかを問わず、アクセスキーを使って
行われたカードの申込について責任を負うものとします。アメリカン・エキスプレスは、
指定ユーザーによる行為、指示または通信を信頼して行動したことによって法人会員が
被る可能性がある損失、損害、費用または経費（直接的または間接的に生じたかどうか
を問わず）について一切責任を負いません。

(e) 管理責任者、連絡担当者は、法人会員アカウントおよびカード会員アカウントに関して、
法人会員に代わって行動することを法人会員から認められている者で、アメリカン・エキ
スプレスは、管理責任者、連絡担当者から受け取るすべての書面および口頭での指示な
らびに情報に依拠することができます。指定ユーザーは、本契約に規定されている条件
に基づき、本サービスにつき、当社所定の事項を行うものとします。ただし、「グローバ
ル・アプライ・フォー・カード(GAFC)」でのカードの申込手続きにおける申し込みの承認
については、管理責任者が指定ユーザーとして指定されている場合に限り行うことがで
きるものとします。

(f ) 当社は、法人会員からの指示に基づき、法人会員との間で個人データの取扱い等につい
て委託関係にある外国に所在する委託先に対して、カード会員の個人データを提供する
ことがあります。法人会員は、指定ユーザーが以下のことを行うことができるようにする
ために、適用法（個人情報の保護に関する法律を含みます。）によって要求されるすべて
の同意および承認を取得したこと、かつ開示を行ったことを表明および保証します。ま
た、法人会員は、カード会員の個人データを委託先に提供する場合における委託先の監
督や、外国に所在する第三者への個人データの提供の場合の情報提供（当社がその指
示に従い行うものを含みます。）など、個人情報保護法の要請に基づき、カード会員の個
人情報を適切に取り扱うことを表明および保証します。法人会員は、個人データの委託
先が、個人データの取扱いについて個人情報保護法の規定により個人情報取扱事業者
が講ずべきこととされている措置に相当する措置を継続的に講ずるために必要なもの
として個人情報保護委員会規則で定める基準に適合する体制を整備していることを保
証します。
(i) 法人会員アカウントおよびカード会員アカウントの管理ならびに関連業務
(ii) 法人会員アカウントおよびカード会員アカウントの管理のために行う、法人会員の役

員・従業員、および法人会員の関連企業（アメリカン・エキスプレスのコマーシャル・
カード・サービスまたはプログラムに加入するものに限る。）の役員・従業員の個人
情報（氏名、住所、電子メールアドレス、電話番号、カード番号を含むが、これらに限
られない。以下「従業員等の個人情報」という。）へのアクセスおよび従業員等の個人
情報の移転（国境を越えたアクセスおよび移転を含む。）

２) 指定ユーザー登録

本サービスにおいては、法人会員が本特約に同意の上、当社所定の方法で利用登録を申請し、
アメリカン・エキスプレスがこれを承認することによって、利用登録が完了するものとします。

３) ユーザーIDおよびパスワードの管理
(a) 法人会員は、アメリカン・エキスプレスから各指定ユーザーに付与された本サービスの

ユーザーIDおよびパスワードを適切に管理する責任を負うものとします。指定ユーザー
は、いかなる場合にも、ユーザーIDおよびパスワードを第三者に譲渡または貸与し、もし
くは第三者と共用することはできません。

(b) アメリカン・エキスプレスは、ユーザーIDとパスワードの組み合わせが登録情報と一致
してログインされた場合には、そのユーザーIDを登録しているユーザー本人による利用
とみなすことができ、当該利用によって生じた結果ならびにそれに伴う一切の責任につ
いては、法人会員に帰属するものとします。

(c) アメリカン・エキスプレスは、ユーザーIDおよびパスワードの使用または不正使用により
生じる損失または損害について、一切責任を負わないものとします。



7/9

４) ライセンスの権利および条件
(a) 本特約に従い、アメリカン・エキスプレスは、本契約の期間中に限り、各指定ユーザーに

対し、法人会員がアメリカン・エキスプレスと関連のある自社のデータを管理し、それに
関連したレポートへのアクセスまたは作成、および本特約に定めるカードに関する各種
手続きを行うことを唯一の目的として、アクセス権限を付与された本サービスにアクセ
スし利用することができる限定的、譲渡不可、かつ非独占的ライセンスを付与するものと
します。

(b) アメリカン・エキスプレスは、本サービスに関する一切の権利（特許、著作権、営業秘密
その他の財産権を含むが、これに限りません。）を保持します。法人会員または指定ユー
ザーのいずれも、@ Workをダウンロードすることはできません。また、本サービスの利
用に際し、アメリカン・エキスプレスは、指定ユーザーに対し、次に掲げる行為を禁止し
ます。
(i) 本サービスから著作権またはその他所有権に関わる表示の削除すること。
(ii) 本サービスを第三者に対してサブライセンス、リース、賃貸、譲渡、移転または販売す

ること。
(iii) 本サービスを改変、修正、複製、拡張または改造すること。
(iv) 本サービスのリバース・エンジニアリング、変換、翻訳、逆コンパイル、逆アセンブル

または他のソフトウェアもしくは素材への結合を試みること。
(v) その他の方法で、本サービスから二次的著作物を生成する、または生成しようと試み

ること。
(c) 前項の規定にかかわらず、指定ユーザーは、選択した本サービス内容に基づき、該当す

る場合は、JAVAアプレットをダウンロードすることができ、また本サービスにより指定
ユーザーが作成したレポートをダウンロード、保管または結合することができます。アメ
リカン・エキスプレスは、本サービスにより作成されたすべてのレポートの様式および
配置に関して、すべての財産権を保持します。本特約で許諾された本ライセンスは、法
人会員アカウント契約の終了時に、終了するものとします。

５) 法人会員の義務
法人会員は、本サービスに関するすべての適用法（技術または個人データの海外流出に関する
法律を含みますが、これに限りません。）を遵守するものとします。法人会員は、本サービスにお
いて法人会員が必要な権利を有するコンテンツおよびデータのみを利用するものとします。

６) 契約の終了
(a) いずれの当事者も、相手方当事者に30日前に書面で通知することにより、理由の如何を

問わず、本ライセンスを解除することができます。ただし、以下の場合、アメリカン・エキ
スプレスは、法人会員に書面で通知することにより、直ちに本ライセンスを解除すること
ができます。

(i) 法人会員が、本契約に基づき支払期日までに該当する料金の支払いを怠った場合
(ii) 法人会員または指定ユーザーが、本特約に規定されている義務に違反した場合
(iii) 法人会員または指定ユーザーが、本契約に規定されているその他の条件に違反した

場合
(b) 法人会員は、理由を問わず、本契約の満了時または終了時に以下のことを行うものとします。

(i) すべての指定ユーザーに本サービスの利用を中止するよう直ちに要請すること
(ii) 本契約の満了日または終了日までに発生した未払いの料金を遅滞なく支払うこと
(iii) 本契約の満了または終了後15日以内に、法人会員およびその指定ユーザーは、当社

に対し、法人会員が所持する、または法人会員の管理下にあるアメリカン・エキスプ
レスの文書および秘密情報を破棄または当社に返却すること。この義務は、修正され
たかまたはその他資材に結合されたかにかかわらず、あらゆる種類の媒体およびコ
ンピューターメモリーにおける、あらゆる形式（部分的か全体かを問わず）の複製物
に適用されます。上記にかかわらず、法人会員は、本サービスで作成したレポートを
ダウンロード、保管、または結合することができます。当社は、本サービスで作成した
すべてのレポートの様式および配置に関して、すべての財産権を保持します。アメリ
カン・エキスプレス・コーポレートカードまたはコーポレート・パーチェシング・カード
のアカウント契約に関連するすべての条件は、本ライセンスの終了後も存続します。

７) サービスの中断
アメリカン・エキスプレスは、定期または不定期でのメンテナンスを実施する権利を留保しま
す。アメリカン・エキスプレスは、合理的に可能な範囲でメンテナンスの通知を与えるものと
します。本サービスには不測のダウンタイムまたは中断が生じる場合があります。

８) 保証の否認
アメリカン・エキスプレスならびにその第三者であるサプライヤーおよびライセンサーは、本
サービスが法人会員の要求を満たすこと、本サービスへのアクセスまたは本サービスの運営
が中断されず、安全でエラーがないこと、エラーがすべて修正されること、または本サービスに
より作成されたデータもしくはレポートが正確であることを保証しません。本サービスは、「現
状有姿」で提供されるものであり、法律で認められる限りにおいて、アメリカン・エキスプレス
ならびにその第三者であるサプライヤーおよびライセンサーは、明示または黙示を問わず、あ
らゆる種類の表明または保証（商品性の黙示的保証、特定目的に対する適合性、権原、非侵害
または正確性に関するものを含みますが、これらに限られません。）を明確に否認します。

９) 本特約の変更
(a) 当社は、次の各号に該当する場合には、本特約の変更の効力発生時期を定め、本特約を

変更する旨および変更後の内容ならびにその効力発生時期を、当社のウェブサイトへの
掲載その他の相当な方法により周知することによって、本特約を変更することができる
ものとします。
(i) 改定の内容が法人会員の一般の利益に適合するとき
(ii)改定の内容が本特約に係る取引の目的に反せず、改定の必要性、改定後の内容の相

当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき
(b) 当社は、前項に基づくほか、法人会員に対し変更日の30日前までに通知することによっ

て、本特約を変更することができるものとします。この場合、当該通知後の本サービスの
利用をもって法人会員の変更に対する承諾の意思表示とし、当該意思表示をもって法人
会員に対し変更後の特約が適用されるものとします。

D 部署名義等カード特約条項
コーポレート・パーチェシング・カードのうち、部署名義、支払科目名義、その他法人会員の任意
の名義（以下「部署名義等」という）でカード（以下「部署名義等カード」という）を発行する場
合、上記に加えて以下の条件も適用となります。本特約は、本契約の一部を構成します。本特約
に定めのない事項は、本契約の定めに従うものとします。本特約の内容と本契約の内容とが矛
盾・抵触する場合は、本特約の規定が優先して適用されるものとします。

(a) 定義
ⅰ. 本特約において、「法人会員」とは、アメリカン・エキスプレス・コーポレート・パーチェシ

ング・カードのアカウント開設を当社が認めた法人およびその他の団体をいいます。な
お、当社は法人会員の要請に基づき、法人会員にカードを発行します。

ⅱ. 本特約において、「カード会員」とは、法人会員がカードの発行およびカードの使用を承
認した法人会員の従業者であって、かつカードを利用することを法人会員が認めた者を
いいます。

(b) 部署名義等カードの使用
ⅰ. 部署名義等カードを発行しようとする法人会員は、部署名義等カードについて通常の

コーポレート・パーチェシング・カードに比して不正利用が生じる危険性が高まることを
理解のうえ、部署名義等カードの発行を申し込むものとします。

ⅱ. 法人会員は、善良なる管理者の注意をもってカード会員に部署名義等カードを使用さ
せ、これを厳重に管理するものとします。

(c) カード会員の同意取得等
ⅰ. 部署名義等カードを発行する法人会員は、カード会員に対し、部署名義等カードの利用

に先立ち、本規約および本特約等の内容を説明し、明示の同意を得るものとします。ま
た、部署名義等カードを発行する法人会員は、カード会員に対し、本規約および本特約
等に定めるカード会員の義務を遵守させるものとし、カード会員による当該義務の違反
について一切の責任を負うものとします。

ⅱ. 部署名義等カードの利用はすべてカード会員による利用とみなし、カード利用代金等は
すべて法人会員の負担となります。

(d) 不正利用額の支払責任

本規約第5条（ｃ）の定めにかかわらず、プラスチック・カードの発行を伴う部署名義等カードの
場合、すべての不正利用額を含むカード利用代金等の一切について、法人会員が支払責任を負
うものとします。

(e) 有効性等の確認にかかる事項
ⅰ. 部署名義等カードを発行された法人会員は、部署名義等カードに法人会員の部署等の

名称が表示されていることなどから、部署名義等カードの利用に際し、加盟店が、当社に
対して、部署名義等カードの有効性等について確認を求める場合があることをあらかじ
め承諾します。

ii. 部署名義等カードを発行された法人会員は、カード会員に対し、加盟店から前号の確認
に対する協力を求められる場合があることを説明し、かかる要請があったときはカード
会員に協力させ、当該確認をするものとします。

iii. 部署名義等カードを発行された法人会員は、第(ⅰ)号の確認の結果、加盟店が部署名義
等カードの利用を拒絶することがあることを承諾します。

iv. 前各号の規定は、当社および加盟店に対し、第(ⅰ)号の確認を行う義務を課すものでは
ありません。

(f ) 本特約の改定
ⅰ. 当社は、次の各号に該当する場合には、本特約の変更の効力発生時期を定め、本特約を

変更する旨および変更後の内容ならびにその効力発生時期を、当社のウェブサイトへの
掲載その他の相当な方法により周知することによって、本特約を変更することができる
ものとします。
①改定の内容が法人会員の一般の利益に適合するとき
②改定の内容が本特約に係る取引の目的に反せず、改定の必要性、改定後の内容の相

当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき
ⅱ. 当社は、前号に基づくほか、法人会員に対し変更日の30日前までに通知することによっ

て、本特約を変更することができるものとします。この場合、当該通知後の法人会員また
はカード会員のいずれかによる部署名義等カードの利用をもって、法人会員およびすべ
てのカード会員の変更に対する承諾の意思表示とし、当該意思表示をもって法人会員お
よびカード会員に対し変更後の特約条項が適用されるものとします。

料金表

コーポレート・カード年会費 別途定めるものとします。

外貨取扱手数料 2％

遅延損害金 月利1.10％の料率で、支払遅延金額（遅延損害金を除く）に
ついて算定します。ただし、法人会員と当社が別段の合意を
している場合はその方法に従います。
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別紙

第１条 （個人情報の収集・保有・利用、提供）
（a）法人会員、カード会員、アカウント利用者、およびそれらの申込者（以下「会員等」という）

は、当社が本契約に基づく取引（申込みを含む。以下同様）を含む会員等との取引の与信
判断および与信後の管理（ 支払い延滞時の督促および債権譲渡を含む）ならびに付帯
サービスの提供等を目的とし、以下の個人情報を当社が保護措置を講じた上で収集・保 
有・利用することに同意するものとします。
ⅰ 所定の申込書等に会員等が記載した会員等の氏名、年齢、生年月日、性別、住所、電

話番号、勤務先、Ｅメールアドレスその他の連絡先、家族情報、住居状況等（変更の
届出があったものを含む）

ⅱ 本契約に関する申込日、契約日、商品名、契約額、支払回数、加盟店での利用に関す
る情報

ⅲ 本契約に関する支払開始後の利用残高、月々の返済状況
ⅳ 本契約に関する会員等の支払能力を調査するためまたは支払途上における支払能

力を調査するため、会員等が申告した会員等の資産、負債、収入、支出、当社が収集し
たクレジット利用履歴および過去の返済状況

ⅴ 犯罪による収益の移転防止に関する法律で定める本人確認書類等の記載事項、およ
び、会員等が当社に提出した収入証明書類等の記載事項

ⅵ 当社または業務委託先が収集した転居先、勤務先、電話番号等の連絡先情報および
法に交付を受けた会員等の住民票、戸籍謄抄本等の情報

ⅶ 官報・電話帳等一般に公開されている情報
ⅷ オンラインによる申込みに関するIPアドレス、インターネットサービスプロバイダー、

クッキー、アプリケーションID、その他の申込みに利用される機器、ソフトウェア（OS
やアプリケーション等）、通信等の利用状況・利用環境等に関する情報および申込み
の時間等の申込み行為に係る情報

ⅸ その他会員等から申告を受け、またはお問合せにより当社が知りえた情報（会員等と
の間の会話録音による音声情報を含む）

（b）会員等は、前項に定めるもののほか以下各号の目的のため、当社が個人情報を利用する
ことに同意するものとします。当社の具体的事業に関しては当社ホームページに掲載し
ています。
ⅰ クレジット・カードの基本的機能および付帯サービス等の提供
ⅱ クレジット・カードに関する加盟店との連絡・管理のため
ⅲ 当社、関連会社または加盟店の事業に関する、郵便、電話、Eメール等の方法による

営業案内
ⅳ 当社または関連会社、提携会社の金融商品・サービス等の販売・勧誘
ⅴ 当社が代理店として各保険会社・共済の委託を受けて行う各社の損害保険、生命保

険、共済およびこれらに付帯・関連するサービス等の提供のため（各委託元保険会
社・共済の利用目的は、各社のホームページに記載してあります）

ⅵ 当社の事業における市場調査、統計作成、商品開発
ⅶ お申込みいただいた旅行において運送・宿泊機関等の提供するサービスの手配お

よびそれらのサービスの受領のための手続
ⅷ 各種お問合せ・ご要望に対する対応、サービス向上、および当社からの連絡のため

（支払請求に関する連絡を含む）
ⅸ 当社の法律上の権利行使または義務履行のため
ⅹ 不正利用対策の為
ⅺ その他、対象となる会員等から別途同意を頂いた目的

（c）会員等は、本条第(a)項および第(b)項に定めるもののほか、会員等が加盟店の代表者ま
たは加盟店である場合には、当社が、本契約に定められた会員等の義務の履行を確認し、
本契約に基づいて必要な措置を講じるためおよび加盟店契約で定められた加盟店の義
務の履行を確認し、加盟店契約に基づいて必要な措置を講じるために、本条第(a)項ⅰお
よびⅱの個人情報とともに、加盟店申込書に記載された個人情報（代表者氏名、代表者住
所、代表者生年月日、電話番号等加盟店が申込時および変更届時に届け出た事項）を利用
すること（これらの情報を紐付けて利用することを含みます。）に同意するものとします。

（d）会員等は、当社が、本条第(a)項および第(b)項の目的のため、本条第(a)項ⅰ乃至ⅸまで
の個人情報を以下の者との間で共同して利用することに同意するものとします。これらの
情報の管理について責任は当社が有するものとします。以下ⅱの者が外国にある場合に
おける、当該外国の名称、当該外国における個人情報の保護に関する制度に関する情報
および以下ⅱの者が講ずる個人情報の保護のための措置に関する情報その他参考とな
る情報は当社のホームページをご確認ください。
ⅰ 当社が財務・事業の方針の決定を直接間接に支配する会社、ならびに、当社の財務・

事業の方針の決定を直接間接に支配している会社、およびかかる会社の共通の支配
に服する会社

ⅱ カード面に名称またはロゴマークが付された提携先企業
(e) 会員等は、以下の場合に、当社が本条第(a)項ⅰ、ⅱおよびⅸのうち目的達成に必要最小

限の個人情報をそれぞれ以下に記載の者に対して提供し、提供先が利用することに同意
するものとし、法人会員は、以下の場合のうち法人会員が提供先を指定して当社に個人情
報の移転を指示するときは、会員等からの同意取得または本委託先の監督その他個人情
報保護法上必要となる対応（本委託先が国外にある者の場合、個人情報の国外移転のた
めに必要となる対応を含みます。）を自らの責任で行うものとします。なお、以下の者が外
国にある場合における、当該外国の名称、当該外国における個人情報の保護に関する制
度に関する情報および以下の者が講ずる個人情報の保護のための措置に関する情報そ
の他参考となる情報は当社のホームページをご確認ください。
ⅰ 会員等の依頼に基づく旅行の手配などのために、運送・宿泊機関等および手配代行

者（外国にある第三者を含み、かつ必要な場合に限る）に対し、個人情報を電磁的方
法等で送付することにより提供する場合

ⅱ 会員等の依頼に基づくクレジット・カードの付帯サービス（レストランの予約・ポイン
トの利用等）の提供のため、サービス提供会社（外国にある会社を含む）に対し個人
情報を提供する場合

ⅲ 法人会員における出張管理・経費管理および効率化のための分析ならびにアカウン
トの管理（カードに関する各種手続きを含む）等のため、法人会員、法人会員の関連
会社（外国にある関連会社を含む）、または法人会員が指定する第三者（外国にある
第三者を含む）に提出する場合

(f ) 本条第(b)項ⅲ、ⅳによる同意を得た範囲内で当社が会員等の個人情報を利用、提供して
いる場合であっても、中止の申し出があった場合は、それ以降当社での利用、他社への提

供を中止する措置をとるものとします。ただし、カードおよびご利用代金明細書同封の営
業案内等の発送はこの限りではありません。

(g) 会員等は、本条第(a)項ⅰおよびⅷの個人情報について、当社が、与信判断および不正利
用対策のため、アメリカ合衆国にある不正検知システムを運営する提供先に提出するこ
と、および、当該提供先の不正検知システムによる検出結果を当社が取得・利用すること
に同意するものとします。なお、当該提供先は、当社から提出を受けた個人情報を本項に
規定された目的を達成した後、消去いたします。アメリカ合衆国における個人情報の保護
に関する制度に関する情報および提供先が講ずる個人情報の保護のための措置に関す
る情報その他参考となる情報は当社のホームページをご確認ください。

第２条 （個人信用情報機関の利用および登録）
（a）会員等は当社が利用・登録する個人信用情報機関について、次の事項に同意するものと

します。ただし、法人会員と当社との契約において、カード会員のカード利用に関して法
人会員が一切の支払責任を負うことが定められている場合は、本第2条の定めは適用さ
れません。
ⅰ 当社は会員等との与信取引上の判断のために、当社が加盟する個人信用情報機関

（個 人 の 支 払 能 力・返 済 能 力 に関 する情 報 の 収 集 および 加 盟 会員に対 する当 該 情
報の提供を業とする者をいい、以下「加盟信用情報機関」という）および当該機関と
提携する個人信用情報機関（以下「提携信用情報機関」という）に照会し、会員等およ
び当該会員等の配偶者の個人情報が登録されている場合には、それを利用します。
ただし、加盟信用情報機関および提携信用情報機関に登録されている個人の支払能
力・返済能力に関する情報については関連法令に基づき、支払能力・返済能力の調
査以外の目的に利用しないものとします。

ⅱ 下記別表に定める登録情報（会員等に係る本人を特定するための情報および本契約
に関する客観的な取引事実）は、加盟信用情報機関に別表に定める期間登録され、
ならびに、登録された情報は加盟信用情報機関および提携信用情報機関の加盟会
員により、会員等の支払能力・返済能力に関する調査のために利用されます。

ⅲ 前号により、加盟信用情報機関に登録されている個人情報について、その正確性・最
新性の維持、苦情処理、加盟会員に対する規制遵守状況のモニタリング等、加盟信用
情報機関における個人情報の保護と適正な利用確保のために必要な範囲内におい
て、加盟信用情報機関および提携信用情報機関ならびにその加盟会員によって相互
に提供されまたは利用されます。

（b）当社が加盟する個人信用情報機関の名称、連絡先等および登録される情報とその期間
は下記別表をご覧ください。また、当社が契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟
し、当該機関に照会・登録する場合には、別途書面等の方法により会員等に通知のうえ法
令等に基づき所定の対応を行うものとします。

第３条 （情報の開示、訂正・削除）
（a）会員等は、当社および加盟信用情報機関に対して、個人情報保護に関する法律の定める

ところに従い所定の方法により、自己に関する個人情報を開示するよう請求することがで
きます。
ⅰ 当社に開示を求める場合は、下記お問い合わせ先にご連絡ください。

アメリカン・エキスプレス・インターナショナル, Inc.
メンバーシップ・サービス・センター
〒105-6920　東京都港区虎ノ門4-1-1
電話番号　0120-974990　URL: https://www.americanexpress.co.jp

ⅱ 個人信用情報機関に開示を求める場合は、別表記載の各個人信用情報機関にご連
絡ください。

（b）万一個人情報の内容が事実でないことが判明した場合には、当社は速やかに訂正また
は削除に応じます。

第４条 （不同意の場合）
当社は、会員等が入会の申込みに必要な事項の記載を希望しない場合、または本章に定め
る個人情報の取扱いの全部または一部を承認しない場合、入会を断りまたは退会手続を取
ることがあります。ただし、第１条第(b)項ⅲ、ⅳの取扱を承認しない場合はこの限りではあり
ません。

第５条 （契約の不成立および会員資格取消・退会の場合）
（a）本契約が不成立の場合であっても、入会申込みをした事実は、第１条および第２条第(a)

項ⅱに基づき、不成立の理由の如何を問わず、一定期間利用されますが、それ以外に利
用されることはありません。

（b）当社は、カードの表面に刻印されているカード有効期間の経過、退会、会員資格取消等に
より会員資格を喪失した後においても、第１条第(a)項および第(b)項ⅸならびに第２条
第(a)項に定める目的で、法令等または当社が定める所定の期間、個人情報を保有し、利
用します。

●加盟信用情報機関の名称・連絡先等
名称：株式会社シー・アイ・シー（割賦販売法に基づく指定信用情報機関）
住所：〒160-8375 東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト15階
電話番号：0570-666-414
ホームページアドレス：https://www.cic.co.jp

名称：株式会社日本信用情報機構
住所：〒110-0014 東京都台東区北上野一丁目10番14号 住友不動産上野ビル5号館
電話番号：0570-055-955
ホームページアドレス：https://www.jicc.co.jp

●提携信用情報機関の名称・連絡先等
名称：全国銀行個人信用情報センター　 
住所：〒100-8216　東京都千代田区丸の内1-3-1
電話番号：03-3214-5020
ホームページアドレス：https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/
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●登録情報および登録期間

登録情報
登録信用情報機関と登録期間

株式会社シー・アイ・シー 株式会社日本信用情報機構

（１）氏名、生年月日、性別、
住所、電話番号、勤務先、
運転免許証の番号、本人確
認書類の記号番号等の本人
情報

左欄（２）（３）（４）の登録情報のいずれかが登録され
ている期間

（２）本契約に係る申込みを
した事実

当社が照会した日から６か
月間

当社が照会した日から６か
月以内

（３）本契約に係る客観的
な取引事実

契約期間中および契約終了
後（完済していない場合は
完済後）５年以内

契約継続中および契約終了
後５年以内（ただし、債権
譲渡の事実に係る情報につ
いては当該事実の発生日か
ら 1 年以内）

（４）債務の支払を延滞した
事実

契約期間中および契約終了
後（完済していない場合は
完済後）５年間

契約期間中および契約終了
後（完済していない場合は
完済後）５年以内

当社が登録する情報は、氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、運転免許証の番号、
本人確認書類の記号番号等の本人情報、契約日、契約の種類、入金日、契約額、極度額、支払
回数、利用残高、完済予定年月日、支払状況（解約、完済等の事実を含む。）等、その他各加盟
信用情報機関が定める情報となります。

（2023年10月1日改訂）




